
苫小牧市食育人材バンク設置要綱 

 

（設置） 

第１条  苫小牧市は、苫小牧市食育推進計画に基づき、「食育」に関わるさまざまな分野で 

専門的な知識や技術の指導、助言等を行うことにより、地域の特性を活かした「食育」

を推進するため、苫小牧市食育人材バンク（以下「食育人材バンク」という。）を設置す

る。 

（登録要件） 

第２条 食育人材バンクに登録できる者は、本市を活動の拠点とする団体、若しくは本市

に在住、又は道内に在住で本市に在勤、在学している 18歳以上の者であり、次に掲げる

要件のいずれかを満たす者とする。ただし、本市の一般職員（臨時職員を除く。）常勤の

特別職の職員及び議会の議員を除く。 

(1) 食育に関心があり、食育への取組や技術を指導、助言する人材として活動する意欲が

あること。 

(2) 栄養・教育・食文化・環境等の各分野において、専門的な知識若しくは活動実績があ

ること、又は資格を有すること。 

 （登録手続） 

第３条 食育人材バンクへの登録を希望する者（以下「申込者」という。）は、苫小牧市食

育人材バンク登録申込書（様式第１号。以下「申込書」という。）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 ２ 市長は、申込書の提出があったときは、これを速やかに審査し、その結果を苫小牧

市食育人材バンク登録決定通知書（様式第２号）により申込者に通知するものとする。 

 （登録台帳） 

第４条 市長は、申込者を食育人材バンクに登録することを決定したときは、苫小牧市食

育人材バンク登録台帳（以下「登録台帳」という。）に申込者に関する必要事項を登録す

るものとする。 

 （登録期間等） 

第５条 食育人材バンクの登録期間は、登録台帳に登録された者（以下「被登録者」とい

う。）から抹消の申出があった日までとする。 

 ２ 前項の申出は、苫小牧市食育人材バンク登録抹消申出書（様式第３号）により行う

ものとする。 

 ３ 市長は、前２項の規定に関わらず、第２条に規定する登録要件を満たさなくなった

ときは、これを抹消することができる。 

 ４ 市長は、前項の規定により抹消したときは、被登録者に通知するものとする。 

 （登録内容の変更等） 

第６条 被登録者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に申し出なければ

ならない。 

 ２ 前項の申出は、申込書により行うものとする。 

 ３ 被登録者が登録内容の変更又は削除を申し出たときは、市長は速やかに登録台帳の



内容を変更又は削除しなければならない。 

 ４ 前項に規定する場合のほか、市長は、登録内容が事実に反することが判明したとき

は、これを変更又は削除することができる。 

 （登録台帳の管理） 

第７条 市長は、登録台帳を健康福祉部保健医療介護推進室健康づくり課長（以下「管理

者」という。）に管理させるものとする。 

 ２ 登録台帳は、被登録者の同意を得られた部分に限り公表するものとする。 

 （利用者） 

第８条 食育人材バンクを利用できる者（以下「利用者」という。）は、市民で構成する団

体（構成員の大半が市民である場合を含む。）又は市内の施設若しくは事業所等とする。 

 （利用方法） 

第９条 利用者は、原則として利用希望日の２か月前までに、苫小牧市食育人材バンク食

育活動依頼書（様式第４号）を健康福祉部保健医療介護推進室健康づくり課に提出し、

内容の審査を受けるものとする。 

 ２ 利用者は、被登録者の派遣申請にあたっては、次に掲げる事項を遵守するものとす

る。 

(1) 会場を準備すること。 

(2) 参加者の規模を５人以上に計画すること。 

(3) 被登録者の会場への交通手段を確保すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、円滑な指導に必要なこと。 

 （利用制限） 

第 10 条 利用者が食育人材バンクを利用できる回数は、毎年４月１日から翌年３月 31 日

までの１年間に２回とする。ただし管理者が必要と認めるときは、この限りでない。 

 （謝金等） 

第 11 条 利用者は、あらかじめ相互に確認した額の謝金を被登録者に支払うものとする。

また、教材費、交通費、その他の必要経費についても利用者が負担する。 

 （活動報告） 

第 12条 被登録者は、毎年次に掲げる期間ごとに、当該期間に実施した活動について、当

該期間の終了後すみやかに実施報告書（様式第５号）を健康福祉部保健医療介護推進

室健康づくり課に提出するものとする。 

(1) ４月１日から９月 30日まで 

(2) 10月１日から３月 31日まで 

 （庶務） 

第 13条 食育人材バンクの事務局は、健康福祉部保健医療介護推進室健康づくり課に置く。 

 （その他） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 附則 

この要綱は、平成３１年２月１日から施行する。 



 

 附則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


